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規 則

(公 安 委 員 会)

茨城県公安委員会規則第２号

茨城県警察組織規則の一部を改正する規則を次のように定める｡

平成12年３月９日

茨城県公安委員会委員長 根 本 正 一

茨城県警察組織規則の一部を改正する規則

茨城県警察組織規則 (昭和46年茨城県公安委員会規則第６号) の一部を次のように改正する｡

第14条の３中第３号を第４号とし, 同号の前に次の１号を加える｡� 犯罪の取締りのための情報通信の技術に関する支援に関すること｡

第15条第６号中 ｢困りごと相談, 少年相談等｣ を ｢困りごと相談等｣ に改め, 同条中第11号を13号とし, 同号の前

に次の２号を加える｡� コンピュータ技術又は電気通信技術を悪用した犯罪の取締りに関すること｡� 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (平成11年法律第128号) の施行に関すること｡

第15条の２中第８号を第９号とし, 同号の前に次の１号を加える｡� 前２号に掲げるもののほか, 少年を被害者とする犯罪の防止に関すること｡

第15条の３第３号中 ｢公害関係事犯｣ の次に ｢その他の環境関係事犯｣ を加える｡

第16条の３第３項第２号中 ｢核物資を管理する施設に対する警戒警備｣ の次に ｢及び核燃料物資等の輸送警備｣ を

加え, 同条中第３号及び第４号を削る｡

第22条の４第３項中 ｢高速自動車国道｣ を ｢高速道路｣ に改める｡

付 則

この規則は, 公布の日から施行する｡

茨城県公安委員会規則第３号

茨城県警察署の管轄区域に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める｡

平成12年３月９日

茨城県公安委員会委員長 根 本 正 一

茨城県警察署の管轄区域に関する規則の一部を改正する規則

茨城県警察署の管轄区域に関する規則 (昭和29年茨城県公安委員会規則第３号) の一部を次のように改正する｡

茨 城 県 報 第 1141 号 平成12年３月９日 (木曜日)2



別表茨城県土浦警察署の項中

改め, 同表茨城県石岡警察署の項中

改め, 同表茨城県つくば北警察署の項中

改める｡

付 則

この規則は, 平成12年４月１日から施行する｡

茨城県公安委員会規則第４号

交番, 駐在所等の設置並びにその名称, 位置及び所轄区域等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定め

る｡

平成12年３月９日

茨城県公安委員会委員長 根 本 正 一
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｢

｢

を に

｣

｣

土浦市

新治郡の内

霞ケ浦町, 新治村, 千代田町

の一部 (県立中央青年の家の区

域)

稲敷郡の内

阿見町

土浦市

新治郡の内

霞ケ浦町, 新治村

稲敷郡の内

阿見町

｢

｢

を に

｣

｣

石岡市

新治郡の内

玉里村, 八郷町 (筑波スカイ

ライン及びその周囲500メー

トルの地域を除く｡), 千代田

町 (県立中央青年の家の区域

を除く｡)

東茨城郡の内

小川町, 美野里町

石岡市

新治郡の内

玉里村, 八郷町, 千代田町

東茨城郡の内

小川町, 美野里町

｢

｢

を に

｣

｣

つくば市の内

旧筑波町及び旧大穂町の区域

新治郡の内

八郷町小幡の一部 (筑波スカ

イライン及びその周囲500メー

トルの地域)

つくば市の内

旧筑波町及び旧大穂町の区域



交番, 駐在所等の設置並びにその名称, 位置及び所轄区域等に関する規則の一部を改正する規則

交番, 駐在所等の設置並びにその名称, 位置及び所轄区域等に関する規則 (昭和35年茨城県公安委員会規則第２号)

の一部を次のように改正する｡

別表第２� 交番名称, 位置, 所管区の表ひたちなか西の項中

改める｡

別表第２� 駐在所名称, 位置, 所管区の表竜ケ崎の項中

改め, 同表土浦の項中

改め, 同表石岡の項中
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｢ ｢

を に

｣ ｣

市毛交番 ひたちなか市大字

市毛540番地

市毛交番 ひたちなか市大字

市毛822番地の３

｢

を

｣

長芋駐在所 河内町大字長芋 河内町長芋, 庄布川, 下町歩, 十里, 布鎌,

片巻, 田川, 下加納 (字和銅屋)

｢

に

｣

長竿駐在所 河内町大字長竿 河内町長竿, 庄布川, 下町歩, 十里, 布鎌,

片巻, 田川, 下加納 (字和銅屋)

｢

を

｣

山の荘駐在

所

新治村大字本郷 新治村小高, 小野, 東城寺, 大志戸, 永井,

本郷, 千代田村雪入の一部 (県立中央青年

の家の区域)

｢

に

｣

山の荘駐在

所

新治村大字本郷 新治村小高, 小野, 東城寺, 大志戸, 永井,

本郷

｢

を

｣

小幡駐在所 八郷町大字小幡 八郷町小幡 (中山, 筑波スカイライン及び

その周囲500メートルの地域を除く｡), 須

釜, 細谷, 上青柳, 下青柳, 加生野

｢

に

｣

小幡駐在所 八郷町大字小幡 八郷町小幡, 須釜, 細谷, 上青柳, 下青柳,

加生野



改め, 同表つくば北の項中

改め, 同表水海道の項中

改め, 同表取手の項中

改める｡

別表第２� 警察署所在地名称, 所管区の表中
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｢

を

｣

上大島駐在

所

つくば市大字上大

島

つくば市上大島, 国松, 沼田, 上菅間

筑波山駐在

所

つくば市大字沼田 つくば市筑波, 臼井, 神郡, 八郷町小幡の

一部 (筑波スカイライン及びその周囲500

メートルの地域)

｢

に,

｣

上大島駐在

所

つくば市大字上大

島

つくば市上大島, 国松, 沼田, 上菅間 (菅

間駐在所の所管区を除く｡), 筑波の一部

(沼田南側の飛び地)

筑波山駐在

所

つくば市大字沼田 つくば市筑波, 臼井, 神郡

｢

を

｣

菅間駐在所 つくば市大字池田 つくば市田中, 水守, 中菅間, 洞下, 池田,

磯部, 高野原新田, 和台

｢

に

｣

菅間駐在所 つくば市大字池田 つくば市田中, 水守, 上菅間の一部 (上宿),

中菅間, 洞下, 池田, 磯部, 高野原新田,

和台

｢ ｢

を に

｣ ｣

三坂駐在所 水海道市三坂町 三妻駐在所 水海道市中妻町

｢ ｢

を に

｣ ｣

久賀駐在所 藤代町大字浜田 久賀駐在所 藤代町大字上萱場

｢

を

｣

つくば北警察署

所在地

つくば市北条 (北条新田を除く｡), 泉, 小泉, 山木,

平沢, 山口, 君島, 漆所, 小沢, 杉木, 大貫



改める｡

付 則

この規則は, 平成12年４月１日から施行する｡

告 示

茨城県告示第247号

自然公園法 (昭和32年法律第161号) 第12条第３項の規定に基づき, 水郷筑波国定公園の公園事業の一部を決定し

たので, 同条第４項の規定に基づき, その概要を次のとおり公示する｡

なお, この公園事業の位置を表示した図面は, 茨城県生活環境部環境政策課及び玉造町役場に備え付けて公衆の縦

覧に供する｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 事業の種類

園地

２ 事 業 地

行方郡玉造町大字高須地内

茨城県告示第248号

悪臭防止法 (昭和46年法律第91号｡ 以下 ｢法｣ という｡) 第３条の規定に基づく工場その他の事業場 (以下 ｢事業

場｣ という｡) における事業活動に伴って発生する悪臭原因物 (特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因

となる気体又は水をいう｡) の排出 (漏出を含む｡ 以下同じ｡) を規制する地域 (以下 ｢規制地域｣ という｡) 及び法

第４条の規定に基づく規制基準を次のとおり定め, 平成12年４月１日から施行する｡

なお, 関係図面は, 茨城県生活環境部環境対策課において縦覧に供するほか, それぞれの町村に係る図面について

は, 小川町, 桂村, 岩瀬町, 河内町及び桜川村においてそれぞれ縦覧に供する｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 規制地域の範囲� 小川町のうち次の表に掲げる地域
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｢

に

｣

つくば北警察署

所在地

つくば市北条 (北条新田を除く｡), 泉, 小泉, 山木,

平沢, 山口, 君島, 漆所, 小沢, 杉木, 大貫, 上沢

地 域 の 区 分 規 制 地 域

Ａ 区 域 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第８条第１項の規定により用途地域として定めら

れた区域



� 桂村のうち次の表に掲げる地域� 岩瀬町のうち次の表に掲げる地域

� 河内町のうち次の表に掲げる地域� 桜川村のうち次の表に掲げる地域

２ 規制基準� 法第４条第１項第１号の規定に基づく事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
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地 域 の 区 分 規 制 地 域

Ｂ 区 域 桂村全域

地 域 の 区 分 規 制 地 域

Ａ 区 域 都市計画法第７条第１項の規定により, 市街化区域として定められた地域 (同法第８条

第１項の規定により, 工業専用地域として定められた地域を除く｡)

Ｂ 区 域 都市計画法第７条第１項の規定により, 市街化調整区域として定められた地域並びに同

法第８条第１項の規定により, 工業専用地域として定められた地域

地 域 の 区 分 規 制 地 域

Ｂ 区 域 河内町全域

地 域 の 区 分 規 制 地 域

Ｂ 区 域 桜川村全域

地域の区分 Ａ 区 域 Ｂ 区 域

特定悪臭物質

アンモニア 1 ppm 2 ppm

メチルメルカプタン 0.002 ppm 0.004 ppm

硫化水素 0.02 ppm 0.06 ppm

硫化メチル 0.01 ppm 0.05 ppm

二硫化メチル 0.009 ppm 0.03 ppm

トリメチルアミン 0.005 ppm 0.02 ppm

アセトアルデヒド 0.05 ppm 0.1 ppm

プロピオンアルデヒド 0.05 ppm 0.1 ppm

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 ppm 0.03 ppm

イソブチルアルデヒド 0.02 ppm 0.07 ppm

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 ppm 0.02 ppm

イソバレルアルデヒド 0.003 ppm 0.006 ppm

イソブタノール 0.9 ppm 4 ppm

酢酸エチル 3 ppm 7 ppm

メチルイソブチルケトン 1 ppm 3 ppm

トルエン 10 ppm 30 ppm



� 法第４条第１項第２号の規定に基づく事業場の煙突その他の気体排出施設の排出口における規制基準�で定める規制基準を基礎として悪臭防止法施行規則 (昭和47年総理府令第39号) 第３条に定める方法により
算出した特定悪臭物質 (メチルメルカプタン, 硫化メチル, 二硫化メチル, アセトアルデヒド, スチレン, プロ

ピオン酸, ノルマル酪酸, ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く｡) の種類ごとの流量とする｡� 法第４条第１項第３号の規定に基づく事業場から排出される排出水に含まれるものの当該事業場の敷地外にお

ける規制基準�で定める規制基準を基礎として悪臭防止法施行規則第４条第１項に定める方法により算出した特定悪臭物質
(アンモニア, トリメチルアミン, アセトアルデヒド, プロピオンアルデヒド, ノルマルブチルアルデヒド, イ

ソブチルアルデヒド, ノルマルバレルアルデヒド, イソバレルアルデヒド, イソブタノール, 酢酸エチル, メチ

ルイソブチルケトン, トルエン, スチレン, キシレン, プロピオン酸, ノルマル酪酸, ノルマル吉草酸及びイソ

吉草酸を除く｡) の種類ごとの排出水中の濃度とする｡

茨城県告示第249号

生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第54条の２の規定による介護機関について, 次のとおり指定した｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌
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地域の区分 Ａ 区 域 Ｂ 区 域

特定悪臭物質

スチレン 0.4 ppm 0.8 ppm

キシレン 1 ppm 2 ppm

プロピオン酸 0.03 ppm 0.07 ppm

ノルマル酪酸 0.001 ppm 0.002 ppm

ノルマル吉草酸 0.0009 ppm 0.002 ppm

イソ吉草酸 0.001 ppm 0.004 ppm

備 考

この表においてＡ区域及びＢ区域とは, １の表で区分した地域をいい, 関係図面上においては, 赤及び青の

実線で区分した地域をいう｡

コ ー ド
名 称 所 在 地 サービス

の 種 類 開 設 者 指 定
年月日

0860390012
社団法人 茨城県看護協会立 土浦訪
問看護ステーション

土浦市下高津2－7－27
土浦市保健センター3階

居宅介護
支援事業

社団法人
茨城県看護協会

平成12年
３月１日

0870100021
指定居宅介護支援事業所 かたくり 水戸市河和田4516－1 居宅介護

支援事業
社会福祉法人
翠清福祉会

平成12年
３月１日

0870100146
指定居宅介護支援事業所 けやき 水戸市酒門町4231－2 居宅介護

支援事業
社会福祉法人
翠清福祉会

平成12年
３月１日

0870200086
居宅介護支援事業所 銀砂台 日立市砂沢町1155－1 居宅介護

支援事業 社会福祉法人 松濤会 平成12年
３月１日

0870300076
居宅介護支援事業所 ｢静霞園｣ 土浦市東若松町3379番地 居宅介護

支援事業 社会福祉法人 愛信会 平成12年
３月１日

0870300092
支援センターもりの家 指定居宅介護
支援事業所

土浦市北荒川沖町8番1号 居宅介護
支援事業 社会福祉法人 霞桜会 平成12年

３月１日
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コ ー ド
名 称 所 在 地 サービス

の 種 類 開 設 者 指 定
年月日

0870600061
介護サービス・ヒロサワ

下館市横島786-3
広沢商事㈱ビル2階

居宅介護
支援事業 広沢観光株式会社 平成12年

３月１日

0871400040
高萩市指定居宅介護支援事業所 高萩市本町1丁目100番地 居宅介護

支援事業 高萩市 平成12年
３月１日

0871500013
社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議
会指定居宅介護支援事業所にこやかセ
ンター

北茨城市磯原町磯原1630 居宅介護
支援事業

社会福祉法人 北茨城
市社会福祉協議会

平成12年
３月１日

0871500021
北茨城市居宅介護支援センター

北茨城市磯原町磯原1630番
地

居宅介護
支援事業 北茨城市 平成12年

３月１日

0872000104
つくばの杜指定居宅介護支援事業所 つくば市吉瀬字神送1017-1 居宅介護

支援事業
社会福祉法人
勘翁慈温会

平成12年
３月１日

0872000138
ケアサポートセンター筑波園 居宅介
護支援事業所

つくば市北条1180-2 居宅介護
支援事業 社会福祉法人 恵愛会 平成12年

３月１日

0872100029
恵苑 居宅介護支援事業所 ひたちなか市烏ケ台11835-2 居宅介護支援事業 社会福祉法人 克仁会 平成12年

３月１日

0872100060
居宅介護支援事業所 みなと苑 ひたちなか市幸町16-1 居宅介護

支援事業 医療法人社団 克仁会 平成12年
３月１日

0873100028
百里サンハウス居宅介護支援事業所

東茨城郡小川町下吉影
2437-109

居宅介護
支援事業 社会福祉法人 武仁会 平成12年

３月１日

08731000135
美野里町指定居宅介護支援事業所

東茨城郡美野里町部屋1106
美野里町四季健康館

居宅介護
支援事業 美野里町 平成12年

３月１日

0873200034
シルバービイレッジ居宅介護支援セン
ター

西茨城郡友部町南小泉977-1 居宅介護支援事業 医療法人社団 聖嶺会 平成12年
３月１日

08732000109
友部町社協指定居宅介護支援事業所 西茨城郡友部町美原3-2-11 居宅介護

支援事業
社会福祉法人 友部町
社会福祉協議会

平成12年
３月１日

0873300057
おおみや総合ケアプランセンター 那珂郡大宮町318-1 居宅介護

支援事業 医療法人 博仁会 平成12年
３月１日

0873400014
松栄荘 居宅介護支援事業所

久慈郡金砂郷町箕
844番地の1

居宅介護
支援事業

社会福祉法人
サンピア

平成12年
３月１日

0873400022
指定居宅介護支援事業所たんぽぽ 久慈郡里美村小菅上原404-3 居宅介護支援事業

中嶋メディカルサプラ
イ株式会社

平成12年
３月１日

0873400113
(社福) 金砂郷町社会福祉協議会指定
居宅介護支援事業所ひまわりセンター

久慈郡金砂郷町高柿
257番地の3
金砂郷町保健センター

居宅介護
支援事業

社会福祉法人 金砂郷
町社会福祉協議会

平成12年
３月１日

0873600035
居宅介護支援事業所ほこた 鹿島郡鉾田町当間228-2 居宅介護

支援事業
社団法人
鹿島市郡医師会

平成12年
３月１日

0873600043
済生会はさき訪問看護ステーション居
宅介護支援事業所

鹿島郡波崎町8968番地 居宅介護
支援事業

社会福祉法人 恩賜財
団 済生会支部 茨城
県済生会

平成12年
３月１日

0873600068
神栖社協指定居宅介護支援事業所

鹿島郡神栖町溝口1695番地
神栖町保健総合福祉センター

居宅介護
支援事業

社会福祉法人神栖町
社会福祉協議会

平成12年
３月１日

0873600126
神栖町居宅介護支援事業所

鹿島郡神栖町溝口
4991番地の5

居宅介護
支援事業 神栖町 平成12年

３月１日

0874100050
介護保険支援センター大圃病院 真壁郡関城町木戸352番地 居宅介護

支援事業 医療法人 杏仁会 平成12年
３月１日

0874100068
訪問看護ステーション あすか指定居
宅介護支援事業所

真壁郡関城町木戸352番地 居宅介護
支援事業 医療法人 杏仁会 平成12年

３月１日

0874300023
ファミール境 居宅支援事業所 猿島郡境町塚崎4864 居宅介護

支援事業
社会福祉法人
さしま福祉会

平成12年
３月１日
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コ ー ド
名 称 所 在 地 サービス

の 種 類 開 設 者 指 定
年月日

0870100401
ヘルパーステーションけやき 水戸市酒門町4231-2 訪問介護 社会福祉法人

翠清福祉会
平成12年
３月１日

0870100419
ヘルパーステーションかたくり 水戸市河和田町4516-1 訪問介護 社会福祉法人

翠清福祉会
平成12年
３月１日

0870300191
訪問介護事業所 ｢静霞園｣ 土浦市東若松町3379番地 訪問介護 社会福祉法人 愛信会 平成12年

３月１日

0870600129
介護サービス・ヒロサワ

下館市横島786-3
広沢商事㈱ビル2階 訪問介護 広沢観光株式会社 平成12年

３月１日

0871500047
北茨城市社協介護センター ｢のぞみ｣

北茨城市磯原町磯原1630
北茨城市役所内 訪問介護 社会福祉法人 北茨城

市社会福祉協議会
平成12年
３月１日

0872000237
筑波メディカルセンター ヘルパース
テーションふれあい

つくば市天久保1丁目1番地 訪問介護 財団法人 筑波メディ
カルセンター

平成12年
３月１日

0872100136
恵苑ホームヘルプサービス事業所 ひたちなか市烏ケ台11835-2 訪問介護 社会福祉法人 克仁会 平成12年

３月１日

0873100192
サンピア 訪問介護事業所 東茨城郡内原町内原122 訪問介護 社会福祉法人

サンピア
平成12年
３月１日

0873100283
百里サンハウス 訪問介護事業所

東茨城郡小川町下吉影字百
里街道古新田前1番
2437番地109

訪問介護 社会福祉法人 武仁会 平成12年
３月１日

0873200091
友部町社協 訪問介護事業所 西茨城郡友部町美原3-2-11 訪問介護

社会福祉法人 友部町
社会福祉協議会

平成12年
３月１日

0873300289
おおみやホームヘルパーステーション 那珂郡大宮町318-1 訪問介護 医療法人 博仁会 平成12年

３月１日

0873400139
たんぽぽ 久慈郡里美村小菅上原404-3 訪問介護 中島メディカルサプラ

イ 株式会社
平成12年
３月１日

0873400170
(社福) 金砂郷町社会福祉協議会指定
訪問介護事業所ひまわりセンター

久慈郡金砂郷町高柿257番
地の3金砂郷町保健センター 訪問介護 社会福祉法人 金砂郷

町社会福祉協議会
平成12年
３月１日

0874300106
ファミール境 訪問介護事業所 猿島郡境町塚崎4864 訪問介護 社会福祉法人 さしま

福祉会
平成12年
３月１日

0871500047
北茨城市社協介護センター ｢のぞみ｣

北茨城市磯原町磯原1630
北茨城市役所内

訪問入浴
介 護

社会福祉法人 茨城市
社会福祉協議会

平成12年
３月１日

0873100291
百里サンハウス 訪問入浴介護事業所

東茨城郡小川町下吉影字百
里街道古新田前1番2437番地
109

訪問入浴
介 護 社会福祉法人 武仁会 平成12年

３月１日

0873200158
友部町社協指定訪問入浴介護事業所 西茨城郡友部町美原3-2-11 訪問入浴

介 護
社会福祉法人 友部町
社会福祉協議会

平成12年
３月１日

0873400188
(社福) 金砂郷町社会福祉協議会指定
訪問入浴介護事業所ひまわりセンター

久慈郡金砂郷町高柿257番
地の3金砂郷町保健センター

訪問入浴
介 護

社会福祉法人 金砂郷
町社会福祉協議会

平成12年
３月１日

0870300274
通所介護事業所 ｢静霞園｣ 土浦市東若松町3379番地 通所介護 社会福祉法人 愛信会 平成12年

３月１日

0873100309
百里サンハウス 通所介護事業所

東茨城郡小川町下吉影字百
里街道古新田前1番2437番地
109

通所介護 社会福祉法人 武仁会 平成12年
３月１日

0873200166
友部町社協デイサービスセンター指定
通所介護事業所

西茨城郡友部町美原3-2-11 通所介護 社会福祉法人 友部町
社会福祉協議会

平成12年
３月１日

0873300263
デイサービスセンター東海

那珂郡東海村村松字洞ノ内
2804番地の4 通所介護 社会福祉法人 淑徳会 平成12年

３月１日

0873400147
デイサービスセンター金砂郷

久慈郡金砂郷町箕844番地
の1 通所介護 社会福祉法人

サンピア
平成12年
３月１日



茨城県告示第250号

健康保険法 (大正11年法律第70号) 第43条の３第１項の規定により, 次の病院及び診療所並びに薬局を保険医療機

関及び保険薬局に指定した｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

［医科 新規］

[歯科 新規]

[薬局 新規]
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コ ー ド
名 称 所 在 地 サービス

の 種 類 開 設 者 指 定
年月日

0874300239
ファミール境通所介護事業所 猿島郡境町塚崎4864 通所介護 社会福祉法人

さしま福祉会
平成12年
３月１日

0870200128
特別養護老人ホーム銀砂台

日立市砂沢町字尾ノ作
1155番地の1

短期入所
生活介護 社会福祉法人 松濤会 平成12年

３月１日

0870300209
特別養護老人ホーム静霞園 土浦市東若松町3379番地 短期入所

生活介護 社会福祉法人 愛信会 平成12年
３月１日

0870300290
特別養護老人ホームもりの家 土浦市北荒川沖町8番1号 短期入所

生活介護 社会福祉法人 霞桜会 平成12年
３月１日

0872100177
特別養護老人ホーム恵苑

ひたちなか市烏ケ台
11835番2

短期入所
生活介護 社会福祉法人 克仁会 平成12年

３月１日

0873100317
特別養護老人ホーム百里サンハウス

東茨城郡小川町下吉影字百
里街道古新田1番2437番地109

短期入所
生活介護 社会福祉法人 武仁会 平成12年

３月１日

0873400154
特別養護老人ホーム松栄荘 久慈郡金砂郷町911番地の1 短期入所生活介護

社会福祉法人
サンピア

平成12年
３月１日

0874300130
特別養護老人ホームファミール境 猿島郡境町塚崎4864 短期入所

生活介護
社会福祉法人
さしま福祉会

平成12年
３月１日

0870100450
有限会社 ロイエル商会 水戸市平須町1820-117 福祉用具

貸 与
有限会社
ロイエル商会

平成12年
３月１日

0873400139
たんぽぽ

久慈郡里美村小菅上原
404-3

福祉用具
貸 与

中島メディカルサプラ
イ株式会社

平成12年
３月１日

名 称 所 在 地 指定年月日

石川医院 久慈郡金砂郷町下宮河内113－４ 平成12年２月１日

名 称 所 在 地 指定年月日

大高歯科クリニック 水戸市元吉田町837－２ 平成12年３月１日

さくら歯科医院 つくば市桜２－35－８ 平成12年３月１日

池田歯科医院 鹿島郡神栖町神栖３－1222－59 平成12年３月１日

滝田内科歯科クリニック 新治郡八郷町柿岡1974 平成12年２月１日

名 称 所 在 地 指定年月日

カシマ調剤薬局 古河市長谷町１－９ 平成12年３月１日

アサヒ調剤薬局東店 つくば市東２－５－13 平成12年３月１日

アルファーム薬局桜ケ丘店 東茨城郡茨城町奥谷1090－３ 平成12年３月１日



[医科 更新対象]
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名 称 所 在 地 指定年月日

大森一貫堂薬局 鹿島郡鉾田町鉾田1571 平成12年３月１日

今川薬局波崎店 鹿島郡波崎町豊ケ崎8966－１ 平成12年３月１日

アゼリア調剤薬局南町店 水戸市南町２－１－28福富ビル１F 平成12年２月１日

佐々木薬局 行方郡潮来町延方甲1545－３ 平成12年１月12日

名 称 所 在 地 指定年月日

茨城県立こども福祉医療センター 水戸市吉沢町3979－３ 平成12年３月１日

医療法人光会東水戸病院 水戸市酒門町745 平成12年３月１日

医療法人社団協栄会大久保病院 水戸市石川４－4040－32 平成12年３月14日

林眼科 水戸市赤塚１－1997－103 平成12年３月１日

安達耳鼻咽喉科医院 水戸市千波町233－３ 平成12年３月１日

千波診療所 水戸市千波町1799－10 平成12年３月１日

吉田産婦人科クリニック 水戸市城東３－５－12 平成12年３月15日

大橋病院 水戸市見川町2131－1560 平成12年３月１日

松本町診療所 水戸市松本町１－３ 平成12年３月１日

医療法人 圭友会山手病院 日立市千石町２－13－３ 平成12年３月１日

山中内科クリニック 土浦市中村南５－30－39 平成12年３月１日

額賀医院 土浦市富士崎１－７－25 平成12年３月10日

医療法人宏仁会内田耳鼻咽喉科医院 古河市中央町２－３－17 平成12年３月１日

木村耳鼻咽喉科医院 古河市横山町１－10－33 平成12年３月１日

大圃クリニック 下館市丙153－４ 平成12年３月１日

イガラシ皮ふ科 下館市大字玉戸1523－９ 平成12年３月15日

玉岡クリニック 結城市結城2010の５ 平成12年３月１日

河井医院 北茨城市磯原町本町２－４－17 平成12年３月６日

飯塚眼科医院 取手市台宿２－２－８ 平成12年３月１日

牛久皮膚科医院 牛久市牛久町280 エスカード牛久４F 平成12年３月１日

岡野整形外科・内科クリニック つくば市西大橋192 平成12年３月１日

中村医院 ひたちなか市殿山町１－２－８ 平成12年３月１日

井上眼科医院 鹿嶋市宮中８－９－30 平成12年３月１日

クリニックせいじゅん 東茨城郡常北町石塚1401－１ 平成12年３月１日

医療法人社団梅林会梅里クリニック 西茨城郡岩間町下郷4468 平成12年３月１日

岡崎外科医院 那珂郡大宮町上町323 平成12年３月１日

小林医院 久慈郡水府村町田2093 平成12年３月１日

医療法人攻理会北浦病院 鹿島郡鉾田町大字鉾田1619 平成12年３月26日

根本皮膚科医院 行方郡玉造町甲414 平成12年３月１日

自由ケ丘医院 稲敷郡茎崎町自由ケ丘165－19 平成12年３月１日

和田医院 稲敷郡桜川村下馬渡944 平成12年３月１日



[歯科 更新対象]

茨 城 県 報 第 1141 号 平成12年３月９日 (木曜日) 13

名 称 所 在 地 指定年月日

小塙医院 新治郡玉里村大字田木谷169－３ 平成12年３月１日

池田整形外科 真壁郡協和町横塚933－１ 平成12年３月１日

阿部田医院 真壁郡真壁町亀熊183－２ 平成12年３月１日

中島医科歯科クリニック 結城郡石下町大字曲田屋敷付550-1, 551, 552, 553 平成12年３月15日

赤羽医院 猿島郡総和町上大野2289 平成12年３月19日

池田医院 猿島郡境町2173 平成12年３月１日

中村医院 猿島郡境町大字若林2256 平成12年３月１日

なかむら眼科 猿島郡三和町大字諸川1367－１ 平成12年３月１日

名 称 所 在 地 指定年月日

アオイ歯科診療所 水戸市赤塚１丁目1970－３ 平成12年３月１日

大工町歯科 水戸市大工町１－３－３ 平成12年３月15日

荒蒔歯科医院 日立市金沢町１－２－７ 平成12年３月１日

日立歯科診療所 日立市城南町１－８－15 平成12年３月１日

岡田歯科医院 土浦市桜町２－４－12 平成12年３月１日

飯田歯科医院 土浦市木田余字八幡前2955－３ 平成12年３月１日

小林歯科医院 古河市長谷町１－14 平成12年３月15日

若松歯科医院 古河市大字新久田字ククヤ台197－17 平成12年３月１日

堤歯科医院 下館市甲13－９ 平成12年３月22日

関口歯科医院 下館市岡芹1076－21 平成12年３月１日

小野歯科医院 下館市岡芹下田2159－３ 平成12年３月１日

鈴木歯科医院 結城市大字結城1168 平成12年３月15日

白石歯科医院 結城市作の谷9284－10 平成12年３月１日

コスモ歯科医院 常陸太田市山下町4199－５ 平成12年３月１日

大平歯科クリニック 北茨城市磯原町豊田一本杉905－１ 平成12年３月１日

医療法人社団さくら会
テックナカムラ歯科取手クリニック 取手市東３－１－27 平成12年３月１日

医療法人社団健光会
白鳥歯科クリニック 岩井市辺田995－１ 平成12年３月１日

曽根歯科医院 つくば市下広岡清水久保746－３ 平成12年３月１日

鈴木歯科医院 ひたちなか市東大島３－26－10 平成12年３月１日

馬渡歯科医院 ひたちなか市馬渡西谷津2525－43 平成12年３月１日

後藤歯科 ひたちなか市南神敷台１－３ 平成12年３月１日

山本歯科医院 鹿嶋市宮中166－４ 平成12年３月１日

大槻歯科医院 鹿嶋市大字武井952－１ 平成12年３月１日

羽鳥デンタルクリニック 東茨城郡美野里町羽鳥261－６ 平成12年３月１日

小林医院歯科 久慈郡水府村町田2095 平成12年３月１日

さひめ歯科クリニック 鹿島郡波崎町土合中央3－10000－1716 平成12年３月１日



[薬局 更新対象]

茨城県告示第251号

森林法 (昭和26年法律第249号) 第29条の規定により, 次のように保安林の指定をする予定である旨の通知があっ

たので, 同法第30条の規定により告示する｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 指定を予定している森林の所在場所

久慈郡大子町大子字槐沢2209番２

２ 指定の目的

水源のかん養

３ 指定施業要件� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は, 定めない｡

イ 主伐として伐採をすることができる立木は, 当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める

標準伐期齢以上のものとする｡

ウ 間伐に係る森林は, 次のとおりとする｡

茨 城 県 報 第 1141 号 平成12年３月９日 (木曜日)14

名 称 所 在 地 指定年月日

おおぬき小児矯正歯科医院 稲敷郡新利根町柴崎上吉山8315－１ 平成12年３月１日

かわまた歯科医院 猿島郡総和町駒羽根大橋870－５ 平成12年３月１日

名 称 所 在 地 指定年月日

布施薬局 水戸市本町１－８－３ 平成12年３月１日

シバヌマ薬局 水戸市東野町262－23 平成12年３月１日

けやき台薬局 水戸市酒門町1577－８ 平成12年３月１日

遠藤薬局 水海道市諏訪町2802 平成12年３月１日

もみの木薬局 取手市戸頭４－７－12 平成12年３月１日

有限会社大成堂薬局 佐野店 ひたちなか市高場神田後191－４ 平成12年３月１日

大船津薬局 鹿嶋市大船津3188－２ 平成12年３月１日

有限会社菅谷薬局 西茨城郡岩間町下郷5012 平成12年３月１日

石津薬局 鹿島郡大洋村上沢1474 平成12年３月１日

田辺薬局鹿島神栖店 鹿島郡神栖町平泉外十二入会64－182 平成12年３月１日

川口北薬局 行方郡潮来町潮来７－イ 平成12年３月１日

大和屋薬局 真壁郡真壁町飯塚49 平成12年３月11日

真壁中央薬局 真壁郡真壁町古城259－３ 平成12年３月１日

せきい薬局 結城郡石下町新石下1012－10 平成12年３月25日

ヒロ薬局総和店 猿島郡総和町上辺見2388 平成12年３月１日

フジサワ薬局総和店 猿島郡総和町上辺見1300－15 平成12年３月１日

有限会社クリスタル薬局 北相馬郡守谷町久保ケ丘４－29－37 平成12年３月１日



� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする｡

(｢次のとおり｣ は, 省略し, 関係書類を茨城県庁及び大子町役場に備え置いて縦覧に供する｡)

茨城県告示第252号

次のように保安林の指定を解除する予定であるので, 森林法 (昭和26年法律第249号) 第30条の規定により告示す

る｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

１� 解除を予定している保安林の所在場所

鹿島郡波崎町字豊ケ浜9572番１ (次の図に示す部分に限る｡)� 指定された目的

飛砂の防備� 解除の理由

駐車場用地とするため

２� 解除を予定している保安林の所在場所

鹿島郡波崎町豊ケ浜9572番１ (次の図に示す部分に限る｡)� 指定された目的

公衆の保健� 解除の理由

駐車場用地とするため｡

(｢次の図｣ は, 省略し, その図面を茨城県庁及び波崎町役場に備え置いて縦覧に供する｡)

茨城県告示第253号

那珂湊漁港水門管理規程 (平成３年茨城県告示第623号) 第６条第１項の規定に基づき, 平成12年４月1日から平成

13年３月31日までの通常時における水門の開門時間を次の表のように定める｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌
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(注) 休日とは, 国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律178号) 第３条に規定する休日のことをいう｡

月 日
通 行 可 能 時

午 前 午 後

平成12年４月１日～４月30日 ８：30～10：30 13：00～16：00

平成12年５月１日

～10月31日

(平 日) ９：00～11：00 13：00～16：00

(日 曜, 休 日) ８：00～10：00 14：00～17：00

平成12年11月１日

～11月30日

(平 日) ９：00～11：00 13：00～16：00

(日 曜, 休 日) ８：00～10：00 13：00～16：00

平成12年12月１日～12月28日 ８：30～10：30 13：00～16：00

平成12年１月４日～３月31日 ８：30～10：30 13：00～16：00



付 則

この告示は, 平成12年４月１日から施行する｡

茨城県告示第254号

平成11年12月24日付けで, 麻生東部土地改良区から申請があった定款変更を, 土地改良法 (昭和24年法律第195号)

第30条第２項の規定により平成12年３月２日認可した｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第255号

平成12年１月18日付けで, 境東部土地改良区から申請があった定款変更を, 土地改良法 (昭和24年法律第195号)

第30条第２項の規定により平成12年３月２日認可した｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第256号

建設業法 (昭和24年法律第100号) 第28条第３項の規定による営業停止処分をしたので, 同法第29条の５第１項の

規定により次のとおり公告する｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 処分をした年月日 平成12年３月２日

２ 処分を受けた者� 商 号 株式会社篠崎工務店� 所 在 地 竜�崎市光順田1684番地� 代表者の氏名 篠 崎 弘 人� 建設業許可番号 茨城県知事許可 (般・特－08) 第383号

３ 処分の内容

建設業の営業の全部停止 (平成12年３月16日から平成12年３月29日まで２週間)

４ 処分の原因となった事実� 一括下請負� 主任技術者専任違反� 現場代理人常駐違反� 虚偽届出等不誠実な行為

茨城県告示第257号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成12年３月９日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌
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茨城県告示第258号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成12年３月９日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 西小塙真岡線

２ 供用開始の区間 西茨城郡岩瀬町大字亀岡570番２地先から

西茨城郡岩瀬町大字亀岡540番３地先まで

３ 供用開始の期日 平成12年３月９日

茨城県告示第259号

土地区画整理法 (昭和29年法律第119号) 第39条第１項の規定に基づき, 鹿島谷土地区画整理組合の事業計画の変

更については, 次のとおり認可したので同条第４項の規定により告示する｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 事業計画を変更する組合

組 合 の 名 称 鹿島谷土地区画整理組合

事務所の所在地 多賀郡十王町大字友部2581番地

十王町役場内
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道路の種類
及び路線名 区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

猿島郡総和町大字西牛谷
字新田1204番１地先から 旧

最大 17.0
560

最小 12.0

猿島郡総和町大字西牛谷
字西谷1798番２地先まで 新

最大 43.0
560 現 道 拡 幅

最小 27.0

猿島郡総和町大字西牛谷
字西1225番地先から 旧

最大 9.0
145

最小 7.0

猿島郡総和町大字西牛谷
字西谷1695番１地先まで 新

最大 17.0
145 現 道 拡 幅

最小 14.0

旧
最大 － －

最小 －

猿島郡総和町大字上大野
字シベ2996番１地先から

新
最大 48.0

5,797 区 域 延 伸
猿島郡総和町大字上辺見

字六軒下1968番３地先まで
最小 9.0

古河市東本町４丁目1102番５地先から 旧
最大 16.0

351
最小 14.0

猿島郡総和町大字下辺見
字六軒2075番４地先まで 新 最大 27.0

351 現 道 拡 幅
最小 15.0

一 般

国 道

125 号

県 道

東野田

古河線

県 道

新 宿

新 田

総和線

県 道

古 河

総和線



設立認可の年月日 昭和63年５月19日

事 業 施 行 期 間 自 昭和63年５月19日

至 平成12年３月31日

施 行 地 区 多賀郡十王町大字友部字鹿島谷, 字鹿島後, 字亀田, 字原ノ坊の各一部

２ 変更に係る事項

事 業 施 行 期 間 自 昭和63年５月19日

至 平成15年３月31日

３ 変更認可の年月日 平成12年３月９日

茨城県告示第260号

土地区画整理法 (昭和29年法律第119号) 第45条第２項の規定により瀧田土地区画整理組合の解散を認可したので,

同条第５項の規定に基づき告示する｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第261号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定により, 都市計画事業の事業計画の変更を認可したので,

同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定に基づき, 次のとおり告示する｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 施行者の名称

鹿嶋市

２ 都市計画事業の種類及び名称

平成７年茨城県告示第1044号

鹿島臨海都市計画墓園事業

１号 鹿嶋市公園墓地

３ 事業施行期間

平成７年９月11日から

平成16年３月31日まで

４ 事業地� 収用の部分

変更なし� 使用の部分

変更なし

茨城県告示第262号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定により, 都市計画事業の事業計画の変更を認可したので,

同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定に基づき, 次のとおり告示する｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌
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１ 施行者の名称

結城市

２ 都市計画事業の種類及び名称

昭和55年茨城県告示第1686号

下館・結城都市計画公園事業

６・５・101号 鹿窪運動公園

３ 事業施行期間

昭和55年12月11日から

平成15年３月31日まで

４ 事業地� 収用の部分

変更なし� 使用の部分

変更なし

茨城県告示第263号

都市計画法 (昭和43年法律100号) 第63条第１項の規定により, 事業計画の変更を認可したので, 同条第２項の規

定において準用する同法第62条第１項の規定に基づき, 次のとおり告示する｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 施行者の名称 龍ケ崎市

２ 都市計画事業の種類及び名称

竜ケ崎・牛久都市計画下水道事業龍ケ崎市公共下水道

３ 事業施行期間 昭和50年12月25日から

平成18年３月31日まで

４ 事業地� 収用の部分 昭和50年茨城県告示第1316号, 昭和53年茨城県告示第1395号, 昭和56年茨城県告示第1482号,

昭和62年茨城県告示第1239号, 平成２年茨城県告示第1030号及び平成４年茨城県告示第1401号

の事業地のとおり｡� 使用の部分 昭和50年茨城県告示第1316号, 昭和53年茨城県告示第1395号, 昭和56年茨城県告示第1482号,

昭和62年茨城県告示第1239号, 平成２年茨城県告示1030号及び平成４年茨城県告示第1401号の

事業地に馴馬町字横田, 字山王台, 字二区, 字中根, 字平台, 字上宿, 字下宿, 字関下, 字山

王久保, 字一区, 字中曽根, 字水表及び字牛北毛並びに龍ケ崎市字愛宕及び字寺後並びに馴柴

町字二区及び字三区並びに八代町字富士の入, 字辺田前, 字八反田, 字南下, 字新田, 字新道,

字道地, 字大道, 字池田, 字新屋敷, 字宮下前, 字宮山下, 字宮下, 字宮下後, 字稲塚, 字稲

塚前, 字稲塚台, 字横田, 字白羽根, 字松崎及び字宮山並びに長峰町字白羽下, 字西前, 字西

坪, 字長泥上, 字長泥下, 字東坪及び字東前並びに半田町字向たわめき, 字谷津, 字前たわめ

き, 字坂下, 字前田, 字南, 字登城, 字梨子の木, 字山崎, 字西, 字井戸下, 字東, 字堂谷,

字二ツ堂, 字向山, 字堂上, 字宮向, 字前原, 字柴原, 字合戦場及び字水砂並びに高作町字塚

根, 字中畑, 字一番地, 字二番地, 字三番地, 字四番地, 字五番地, 字六番地, 字七番地, 字
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八番地, 字九番地, 字拾番地, 字宮平, 字平及び字橋本並びに板橋町字西山及び字六十塚並び

に塗戸町字後畑, 字台, 字石井下, 字石井, 字塚岸, 字界田, 字虚空蔵, 字東, 字東平, 字西

平, 字西, 字宮ノ下, 字道ノ下, 字辺田, 字大日下, 字下, 字池ノ下, 字富山, 字池の内, 字

島廻, 字谷, 字宇通坂, 字中, 字下界田及び宇居下を加える｡

茨城県告示第264号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定により, 事業計画の変更を認可したので, 同条第２項の

規定において準用する同法第62条第１項の規定に基づき, つぎのとおり告示する｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 施行者の名称 西茨城郡岩瀬町

２ 都市計画事業の種類及び名称

下館・結城都市計画下水道事業岩瀬町公共下水道

３ 事業施行期間 平成９年12月22日から

平成18年３月31日まで

４ 事業地� 収用の部分 平成９年12月22日茨城県告示第1321号の事業地のとおり｡� 使用の部分 平成９年12月22日茨城県告示第1321号の事業地のとおり｡

茨城県告示第265号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定により, 事業計画の変更を認可したので, 同条第２項の

規定において準用する同法第62条第１項の規定に基づき, 次のとおり告示する｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 施行者の名称 真壁郡明野町

２ 都市計画事業の種類及び名称

下館・結城都市計画下水道事業明野町公共下水道

３ 事業施行期間 平成９年６月２日から

平成18年３月31日まで

４ 事業地� 収用の部分 平成９年６月２日茨城県告示第647号の事業地のとおり｡� 使用の部分 平成９年６月２日茨城県告示第647号の事業地のとおり｡

茨城県告示第266号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定により, 事業計画の変更を認可したので, 同条第２項の

規定において準用する同法第62条第１項の規定に基づき, 次のとおり告示する｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 施行者の名称 真壁郡真壁町
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２ 都市計画事業の種類及び名称

下館・結城都市計画下水道事業真壁町公共下水道

３ 事業施行期間 平成９年12月22日から

平成18年３月31日まで

４ 事業地� 収用の部分 平成９年12月22日茨城県告示第1322号の事業地のとおり｡� 使用の部分 平成９年12月22日茨城県告示第1322号の事業地に次に掲げる区域を加えた地域｡

真壁町大字亀熊字南長丁, 並びに大字飯塚字一番耕地, 並びに大字真壁字下宿及び字上宿, 並

びに大字古城字陣屋及び字大手前の各一部の地域｡

茨城県告示第267号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定により, 事業計画の変更を認可したので, 同条第２項の

規定において準用する同法第62条第１項の規定に基づき, 次のとおり告示する｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 施行者の名称 真壁郡大和村

２ 都市計画事業の種類及び名称

下館・結城都市計画下水道事業大和村公共下水道

３ 事業施行期間 平成９年12月22日から

平成18年３月31日まで

４ 事業地� 収用の部分 平成９年12月22日茨城県告示第1323号の事業地のとおり｡� 使用の部分 平成９年12月22日茨城県告示第1323号の事業地のとおり｡

茨城県告示第268号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定により, 事業計画の変更を認可したので, 同条第２項の

規定において準用する同法第62条第１項の規定に基づき, 次のとおり告示する｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 施行者の名称 真壁郡協和町

２ 都市計画事業の種類及び名称

下館・結城都市計画下水道事業協和町公共下水道

３ 事業施行期間 平成９年12月22日から

平成18年３月31日まで

４ 事業地� 収用の部分 平成９年12月22日茨城県告示第1324号の事業地のとおり｡� 使用の部分 平成９年12月22日茨城県告示第1324号の事業地のとおり｡

茨城県告示第269号

東茨城郡茨城町大字小堤1023番地１に事務所を置く駒場土地改良区から次のとおり役員が退任した旨, 土地改良法
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(昭和24年法律第195号) 第18条第16項の規定により届出があったので, 同法第18条第17項の規定により公告する｡

平成12年３月９日

茨城県水戸土地改良事務所長 松 崎 武 則

退 任

公 告

●○県営土地改良事業計画の変更

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第87条の３第１項の規定に基づき, 県営駒場地区土地改良事業計画を変更し

た｡

なお, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 縦覧に供する書類

県営駒場地区土地改良事業 (農業用用排水施設整備／土地改良総合整備事業) 変更計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成12年３月10日から

平成12年４月７日まで

３ 縦覧の場所

茨城町役場

●○県営土地改良事業計画の変更

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第87条の３第１項の規定に基づき, 県営駒場地区土地改良事業計画を変更し

た｡

なお, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 縦覧に供する書類

県営駒場地区土地改良事業 (農業用道路整備／土地改良総合整備事業) 変更計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成12年３月10日から

平成12年４月７日まで

３ 縦覧の場所

茨城町役場
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●○県営土地改良事業計画の変更

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第87条の３第１項の規定に基づき, 県営駒場地区土地改良事業計画を変更し

た｡

なお, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 縦覧に供する書類

県営駒場地区土地改良事業 (暗渠排水／土地改良総合整備事業) 変更計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成12年３月10日から

平成12年４月７日まで

３ 縦覧の場所

茨城町役場

●○開発行為の工事完了

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 附則第４項の許可に係る開発行為について, 次の区域の工事が完了したので,

同法附則第５項において準用する同法第36条第３項の規定により公告する｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

北茨城市華川町車字下駒木1145番13の一部, 同番39の一部, 同番40の一部, 同番41の一部, 同番42の一部, 同番

43の一部, 同番59の一部, 同番79の一部, 同番80の一部, 同番88の一部, 同番177の一部, 同番261の一部, 同番262,

同番263, 磯原町磯原字堂平2340番１の一部, 同番３, 同番４の一部, 同番５の一部, 同番６, 同番７の一部, 同

番９ 以上第３工区

２ 事業主の住所及び氏名

北茨城市中郷町上桜井2087番地の２

有限会社トリーベルコーポレーション

代表取締役 鈴 木 芳 子

●○開発行為の工事完了

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第29条の許可に係る開発行為について, 次の区域の工事が完了したので, 同

法第36条第３項の規定により公告する｡

平成12年３月９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる区域の名称

鹿嶋市宮中字神野向15番４, 同番６, 同番７

２ 事業主の住所及び氏名

鹿嶋市大字佐田508番地４

堀 江 正 一
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１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる区域の名称

鹿島郡神栖町知手中央５丁目5024番10, 同番154

２ 事業主の住所及び氏名

鹿島郡神栖町大野原４丁目４番37号

太 田 善 助

●○一時保護児童の所持物の保管

児童福祉法 (昭和22年法律第164号) 第33条の２の規定により一時保護を加えた児童の所持物件中, 下記の物件を

保管したので, 返還請求権を有する者は申し出てください｡

平成12年３月９日

茨城県中央児童相談所長 大 串 満

１ 申出の期間

平成12年３月９日から平成12年９月９日

２ 申出の場所

水戸市三の丸１－５－38

茨城県福祉相談センター

電話 029－221－4992

３ 保管物

正 誤

平成12年２月14日付け茨城県報第1134号中次のとおり誤りがあったので訂正する｡
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物 件 名 種類・形状 数 量 経 過

現 金 現 金 25,000円 児童は, 平成11年８月下旬午後零時頃, ひたちなか市石川町

１番１号長崎屋勝田店入口付近において, バイクの上に置かれ

ていた財布の中から現金55,000円を窃取した｡ 同級生に渡した

り, 使ってしまったりした後, 残金を母親に渡したため, 警察

に届けた｡ 母親から提出された金額は25,000円であり, 所有者

は不明である｡

ページ 行 誤 正

12 11 亀 谷 林 平 亀 矢 林 平

毎週月・木曜日発行 (緊急事項は号外発行) (定価送料とも１月)休日の場合は繰下発行 金 ３, ０６０円

発 行 茨 城 県

購読申込先 〒310－8555 茨 城 県 水 戸 市 笠 原 町 978 番 ６
茨 城 県 総 務 部 総 務 課

電話番号 029 (301) １１１１ (代)


